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項番 意見・要望等 検討内容（回答）

１ （ＷＧ時の意見）（海上 通関ＷＧ委員）
ＩＤＡ時に法人名を確認するための手段として、ＩＤＡの入力画面に、例えば、法人番号確認要否欄等を設け

“Ｙ” を入力した場合は、法人番号ＤＢにある社名等を紙で出力することは出来ないか。それでチェックを行え
れば、間違いが減るのではないかと考える。

（ＷＧ時事務局回答）
⇒ 確認を行う手段を提供するとすれば、例えば、ＩＤＡの入力画面に業務リンクを設けて「輸出入者情報照会

（ＩＩＥ）」業務にリンクするというのも現実的な対応として考えられる。いずれにせよ、ご要望は承ったの
で検討をさせて頂きたい。

ご要望いただいたＩＤＡの入力控えと共に必要に応じて法人番号Ｄ
Ｂから輸出入者情報を出力（自動印刷を含む）する機能については、
開発規模が大きくなるため、対応はしないことと致します。

なお、多少なりとも負担軽減を図るためＩＤＡの出力画面から、業
務リンクによるＩＩＥ０１業務への展開を可能とする機能を設けます。
詳細は、1０ページを参照下さい。

２ （意見）（関係団体）（海上 通関ＷＧ委員）
法人番号を入力して事項登録を行った時、入力控上の輸出入者情報（英文）は紐づけされたものが自動補完さ

れ表示されたのか、社名等を手入力したものなのかを紙面で解かるマークなどを付けて頂きたい。
例：自動補完にて輸出入者名が表示された場合は、名前の右側に（＊）が表示され、手入力の場合は（ブラン

ク）になる等。

上記要望の理由は、通関士が輸出入者のチェックをする際に法人番号からの自動補完であれば、入力控に表記
された輸出入者名をチェックするだけで正しい会社か判別できますが、手入力にて社名など入力された場合は、
入力した法人番号が本当に正しいのか、社名のタイプミスが無いのかの二点を、チェックする必要が生れるため。

（意見）（関係団体）（海上 通関ＷＧ委員）
入力控等に出力された輸出入者名と住所が自動補完されたものなのか、手入力したものなのかを区別できるよ

うな表示をしてほしい。
現状では、輸出入者コードがないものは輸出入者名、住所が手入力されたものであることが明確であるが、平

成29年10月以降は法人番号が存在しても輸出入者名、住所を手入力するものが存在する為、書類審査をする際に
輸出入者名と住所が自動補完されたものか、手入力されたものかが区別できなくなる。

（意見）（航空 通関・物流等ＷＧ委員）
ＪＡＳＴＰＲＯコードを持つ法人番号（輸出入者コード）については、基本、輸出入者名等の自動補完が働い

ている為、通関士の審査の際スペルミスなどに注意を向けなくてもよい点などがあり、自動補完がされたものな
のかどうか、入力控え上でもその判断が出来るようになっていることが望ましい。そこで、ＮＡＣＣＳセンター
から法人番号と紐づいたＪＡＳＴＰＲＯコード又は税関発給コードを「輸出入者コード欄」に入力した場合には、
当該欄に法人番号に変換して出力され、入力したコードは参考情報として申告控えに反映される提案があったが、
それに加えＪＡＳＴＰＲＯコード等と紐づいた法人番号を「輸入者コード欄」に入力した場合は、入力した法人
番号を参考情報として表示されるように仕様を変更していただくことは出来ないか？また、もし可能である場合
には、表示欄を輸出入者名が表示される上段に移動することが出来ないか検討していただきたい。

１．手入力された場合の識別表示について
ご要望を踏まえ、事項登録時に表示される輸出入者情報が自動補

完されたものか、手入力されたものかを判別可能とする為、手入力
で入力した場合は、入力控に「利用者用整理番号」欄を新たに出力
し、当該欄に「*****」を出力する仕様に変更いたします。詳細は、
９ページを参照下さい。

注：現在、「利用者整理番号」は申告控のみ出力される項目であ
り、入力控には出力されていません。

２．ＪＡＳＴＰＲＯコードと紐づけがされている法人番号を入力した
場合における、紐づけされているＪＡＳＴＰＲＯコードの表示につ
いて

次期においては、原則として輸出入申告の際に法人番号の入力が
求められていますが、暫定的な対応としてＪＡＳＴＰＲＯコード等
の既存コードの入力を可能とし、かつ、入力された場合は、システ
ム内部で法人番号に自動変換を行う仕様としています。このため、
実際に通関業者の皆様が入力したコード（＝ＪＡＳＴＰＲＯ）とは
異なるコード（＝法人番号）が申告控に表示されることから、変換
前の実際に入力したコード（＝ＪＡＳＴＰＲＯ）を確認のために表
示するものであり、ご要望のケースでは変換処理の対象外であるこ
とから、対応はいたしません。

３．入力コードの表示位置について
画面レイアウトの変更が必要となることから、対応はいたしませ

ん。

３ （意見）（航空 通関・物流等ＷＧ委員）
法人番号対応について、「輸出入者情報照会（ＩＩＥ０１）」業務の検索結果に法人番号に関する情報（和名

等）が追加されることは歓迎できる。通関士審査の観点から、社名及び住所の自動補完の無い法人番号を入力し
た事項登録（ＩＤＡ／ＥＤＡ等）の出力情報に法人番号に関する情報（和名等）が出力されているほうが利便性
が高い（ＩＩＥ０１を併用しないで済む）との意見がありました。ＮＡＣＣＳに登録がない法人番号が少なから
ず発生する仕組みであるため、検討をお願いします。

ご要望については、既にご提示のとおり次期のＥＤＡ・ＩＤＡ申告
控のレイアウトは、スペースに余裕が無い状況であり、対応は困難で
す。上記のとおり、手入力が行われた場合は、新たに識別を表示いた
しますので、表示が出た場合には、照会業務等により確認いただけれ
ばと思います。

１．第20回輸出入通関合同WG（11/13）の意見等報告（１）
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項番 意見・要望等 検討内容（回答）

４ （意見）（航空 通関・物流等ＷＧ委員）
① 国際郵便貨物の賦課課税方式への法人番号適用の有無について

申告納税方式の申告に対して、輸出入者符号に代わり法人番号を使用することになるが、同
様に賦課課税方式に対しても適用されるという理解でよいか？

② 法人番号のみでの申告可否について
法人番号は行政手続における特定の法人を識別するための番号であることから、会社名およ

び 住所の入力なしで法人番号のみの申告も可能とする検討を願いたい。

③ 法人番号データベースの運用について
（ａ）当初ＪＡＳＴＰＲＯコードを持っていたことで英訳が行われ法人番号と英文での紐づけ

が行われたが、その後ＪＡＳＴＰＲＯの更新を行わないとなった場合、自動補てんされてい
た英文の情報はどのようになるのか？先日の説明で通関実績などのデータは法人番号データ
ベースと紐付された状態となるため残るとあったが、英文の自動補てんについても同じと考
えていいのか？

（ｂ）事後調査などの税関での調査があり、法人番号と輸出入者コードとしての英文が公式な
情報 として税関側で判明した場合、ＪＡＳＴＰＲＯへの登録を輸出入者が望まなかったと
しても、税関では英名での法人番号データベースへの登録等は一切行わないのか？

④ ＪＡＳＴＰＲＯコードと法人番号の紐付作業
関税局から、税関発給コードと法人番号の紐付作業は、申請単位ではなく一括して行う旨の

コメントがＷＧ内であったが、ＪＡＳＴＰＲＯコードと法人番号の紐付作業も一括して行う方
向で検討願いたい。（未申請分を無くすため）

① 輸出入申告への法人番号の入力をお願いする行政手続は、申告納税・賦課課税等の
納税方式の違いによるものではなく、輸出入者が輸出入申告を行うものを対象として
考えております。

② 輸出入者名及び住所は、輸出入手続を含む行政手続において、申告する主体を明ら
かにする極めて重要な事項であり、それらを省略することは、適正通関の観点等から
も適当ではないと考えております。

③（ａ）ＪＡＳＴＰＲＯコードの更新が行われない事例に関しては、現状と同様の扱い
となり、ＪＡＳＴＰＲＯからの連絡に基づき、コード自体の削除処理が行われるこ
ととなります。

（ｂ）データ登録については申告行為に使用するデータであり、申告行為は申告者す
なわち輸出入者の意思で行われるものです。従って、ご質問頂いたケースにおいて、
税関がデータ登録を行うことはありません。

④ 税関においては、紐づけ作業方法として一括変換を行うと言及されていますが、具
体的な作業方法は今後の検討になるものと聞いています。なお、税関発給コードは、
その申請時に会社法人等番号の提供を受けている場合がありますが、ＪＡＳＴＰＲＯ
においてはこの番号は所持していません（法人番号は、会社法人等番号を基に作成さ
れています。）。

１．第20回輸出入通関合同WG（11/13）の意見等報告（２）
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２．第20回航空物流WG（12/9）における意見等報告

項番 意見・要望等 検討内容（回答）

１ （ＷＧ時の意見）（航空 通関・物流等ＷＧ委員）
① 法人番号を持っている法人で、ＪＡＳＴＰＲＯコードあるいは税関発給コードを持っていない法人もしくは紐づけが

なされていない法人は、法人番号を入力しても英文の社名、住所が出力されないと思うが、導入当初は仕方が無いに
しても、導入後に各通関業者で入力した情報を何らかの方法で輸出入者ファイルに転用し、データベースとして蓄積
して、次に入力する時には英文の会社名および住所が出力されるような、情報の共有を図るような考えはないのか。

（ＷＧにおける事務局回答）
⇒ そういった議論は今までなされたが、同じ法人でもその時点で入力が異なることがあり、一回入力した情報をその

まま信用することにはリスクが高いと考える。その法人がどういう名称で英語表示したいかは、事前にＮＡＣＣＳ上
に登録された情報が一番妥当である。輸出入者に都度確認して入力を行っていただきたい。

（ＷＧ時の意見）（航空 通関・物流等ＷＧ委員）
② 民間利用者が登録した法人番号および会社名、住所を再利用するという考えは無いのか。出力された結果を通関士

が審査して、その内容で申告するかどうかは通関業者の責任になる。ＮＡＣＣＳとして過去に入力されたものを出力
して、それをそのまま使うかどうかは通関士の審査の責任で行うのであれば、問題無いと考える。ただし、デタラメ
なデータを提供することは出来ないため、申告して許可になったデータだけを出力の対象にする、税関の審査終了を
経て許可になったデータに絞って出力する、過去に１０回以上完全一致したデータだけを出力する等、精度を上げる
方法があるのではないか。入力データの出力はＮＡＣＣＳの開発方針に反していないと考えるので、検討に値すると
考えるがいかがか。

（ＷＧにおける事務局回答）
⇒ ＮＡＣＣＳが提供する情報の正確性、信頼性の問題にたどり着くと考える。様々な関係者が同じ法人番号に対して

英 文を自由に登録出来るようになると、情報の正確性が担保出来ないと考える。輸出入者コードの管理は、単に申
告控等に英名等を出力するだけではなく、その輸出入コードが標準コードとして適正に管理されていることを前提と
して、口座利用、担保利用等の便利機能として利用できるという事実がある。ご意見については理解出来る面もある
が、ＮＡＣＣＳセンターとしてはこれまで提供してきた信頼性、確実性から、従来通り標準コードとして適正に管理
しているコードについて皆様に提供することが最善と考えている。

（ＷＧ時の意見）（航空 通関・物流等ＷＧ委員）
③ 様々な関係者が更新可能とすることによる不確実性が生じるということであれば、利用者コードと法人番号の関連

を持たせて、登録した利用者コードからのみ呼び出せるようにすればよいのではないか。ＮＡＣＣＳには、過去の情
報を呼び出す業務があるので、同様の提供が可能ではないか。

（ＷＧにおける事務局回答）
⇒ 各利用者単位に持つことになれば、膨大なデータ量となることが容易に想像でき、システムへの影響が大きくなる

という懸念がある。いずれにせよ、本件要望に関しては、改めて回答させていただく。

（ＷＧ時の意見）（航空 通関・物流等ＷＧ委員）
④ 過去に申告された法人番号情報をＮＡＣＣＳに保管して、そのデータを有料で通関業者に提供いただき、利用する方

法はいかがか。税関でも申告した情報を保管していると考えるので、官民一体で情報提供していただきたい。

（ＷＧにおける事務局回答）
⇒ ＮＡＣＣＳセンターにおいて、新規の情報提供サービスを検討している。ＮＡＣＣＳ本体では行う考えはない。

システム処理において各種コードを利用する目的は、入力者
の負担軽減やＥＤＩ化の促進を図ることであり、従って、利用
するコードについては、標準コードとして適正に管理されてい
ることが必須であると考えます。これは、ＮＡＣＣＳにおいて
も同様であり、ＮＡＣＣＳで利用される各種コードは、適正な
管理が行われていることを前提として官民双方の利用者様に利
用いただいています。このような観点から見れば、ご要望につ
きましては、従来のＮＡＣＣＳの思想そのものから大きく離れ
るものであり、ＮＡＣＣＳがこれまで提供してきている情報の
正確性・信頼性を損なう可能性があるため、お応えすることは
できません。
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項番 意見・要望等 検討内容（回答）

１ （意見）（海上 物流等ＷＧ委員）
ＪＡＳＴＰＲＯコードが将来的にも存続するのであれば、輸出入者コードをマイナンバー（法人

番号）に移行する必要性について疑問を感じる。移行する意義について、ご教授いただきたい。

マイナンバー制度は、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって
利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的としており、国税分野におい
ては税務関係書類への法人番号等の記載が義務化されます。「法人番号」は、申請、
届出その他の行政手続の合理化、国民の利便性の向上に資することから、可能な限
りその利用が推進される必要があり、国は、そのための施策を実施するものとされ
ています。これに併せ税関においても、輸出入申告等に際して法人番号の入力をお
願いするものです。

他方、法人番号は法務省の法人登記情報を基にしているため、名称の英語表記等
を持っておらず、そのままではＮＡＣＣＳによる名称の自動補完ができません。こ
のため、ＪＡＳＴＰＲＯに協力を依頼して法人番号と英語表記及びＪＡＳＴＰＲＯ
コードとの紐づけを行うことで従来どおりの環境で各種便利機能を利用可能とする
ものです。なお、この紐づけを行えば、法人番号を入力することで各種便利機能が
利用できます。

以上のとおり、ＪＡＳＴＰＲＯコードの存続は円滑な移行と利用者の利便性維持
のために必要なものであります。今後、ＪＡＳＴＰＲＯコードの利用を廃止すると
しても、法人番号と名称の英語表記等の紐づけや支店等番号の管理事務は引き続き
必要となります。

３．第20回海上物流WG（12/9）における意見等報告
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項目 第６次ＮＡＣＣＳにおける仕様

１．法人番号の利用 第６次ＮＡＣＣＳにおける輸出入申告業務等においては、原則として「法人番号」を輸出入者コードとして使用する。
なお、法人番号を利用する場合の輸出入者コード体系については、「法人番号（13桁）+枝番（４桁）」とする。

２．ＪＡＳＴＰＲＯ
コード等の暫定利
用

既存の輸出入者コードの利用については、以下のとおり限定的に利用を可能とする。
① ＪＡＳＴＰＲＯコード：法人番号と紐付けされた者、法人番号を持たない者又は個人に限る。
② 税関発給コード ：ＪＡＳＴＰＲＯコードと同等の扱いとする。 （注）６ページ８．を参照

３．コード管理 輸出入者コードについては、目的別に以下の２つのデータベース（ＤＢ）を利用して管理する。
① 輸出入者ファイル（以下「輸出入者Ｆ」という。）

→ ＪＡＳＴＰＲＯコード、税関発給コード及び法人番号（注）を管理（各コード間の紐づけを含む。）する。
→ ＪＡＳＴＰＲＯコード又は税関発給コードの入力がなされた場合、紐づけ情報に基づき、法人番号へ自動変換

（出力）する。（出力情報には変換後の法人番号が表示されるが、参考情報として入力したＪＡＳＴＲＰＯコードも
表示する。）

→ 法人名、住所等の英文情報を管理し、帳票出力時等における自動補完に利用する。
→ 包括評価、包括保険、ＡＥＯ等の利用可否情報の登録を行い、入力時のチェックとして利用する。
→ 担保、口座の利用可否チェックに利用する。
→「輸出入者情報照会（ＩＩＥ）」業務において利用する。
注：輸出入者Ｆへ登録する法人番号は、法人の社名、住所の英文情報があるものに限る。このため、輸出入者Ｆへの登録によって得られる

ＮＡＣＣＳの各種サービス機能を利用したい者は、あらかじめ法人の英文情報についてＪＡＳＴＰＲＯに申し出る（有償）ことが必要と
なる。なお、現状におけるサービス機能とは、英文自動補完、評価、保険、口座、担保等の利用や、電子的に行われた食品衛生届、動植
物検疫等に係る他法令確認等が該当する。ただし、第６次ＮＡＣＣＳでは、法人番号が付与されている法人に係る評価及び担保に関して
は、輸出入者Ｆに登録が無い場合でも、税関による登録を可能とする。（法人番号ＤＢへ登録されていることは必須）。

② 法人番号ＤＢ
→ 国税庁から入手する法人番号を管理する。
→ 入力時における法人番号の存在チェックのみに利用する。
→ 新規業務「法人番号情報照会（ＩＩＥ０１）」業務において利用する。

４．法人番号の紐づ
け

ＪＡＳＴＰＲＯコードと法人番号の紐づけ（１対１対応）作業については、今後（平成28年以降）、ＪＡＳＴＰＲＯにお
いて実施（ＪＡＳＴＰＲＯ番号を保持する輸出入者から法人番号の情報を入手）する予定であり、税関発給コードについて
も税関において法人番号との紐づけ（１対１）作業を実施することから、当該作業の結果を輸出入者Ｆに登録することに
よって紐づけを管理する。当該紐づけを実施することによって、既存のＪＡＳＴＰＲＯコード及び税関発給コードの入力が
可能となり、英文による社名・住所の自動補完がなされる。

また、ＪＡＳＴＰＲＯコード、税関発給コード、法人番号のいずれかが入力された場合であっても、既存のＪＡＳＴＰＲ
Ｏコード又は税関発給コードに関連付けられている包括評価、担保、口座等を継続して利用することが可能となる。

マイナンバー対応については、平成27年４月に開催した第16回WGにおいて、第６次ＮＡＣＣＳにおける業務仕様の方向性を
示したが、その後の検討結果等を踏まえ、具体的な対応については以下のとおりとする。※下線部が検討結果を反映した修正箇所。

４．マイナンバー（法人番号）対応の概要（１）
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項目 第６次ＮＡＣＣＳにおける仕様

５．識別符号の変更 現在、特定の業務において入力が必須とされている「識別符号」について、第６次ＮＡＣＣＳでは、識別符号の種別変
更を行うとともに必須入力とする。

６．照会業務 ①「輸出入者情報照会（ＩＩＥ）」業務に一部仕様変更を実施する。詳細は７ページを参照
②「法人番号情報照会（ＩＩＥ０１）」業務を新規業務として新設し、 法人番号による照会を可能とする。

詳細は８ページを参照。

７．法人番号入力対象業
務および輸入者コード
欄の桁数変更

第６次ＮＡＣＣＳで提供するオンライン業務において、「輸出入者コード」の入出力欄がある業務については、入出力
欄の桁数を全て「13桁 + ４桁」の17桁に変更する。入力可能な輸出入者コードは、ＪＡＳＴＰＲＯコード、税関発給
コード及び法人番号のいずれも可能とするが、社名・住所等の自動補完は、輸出入者ファイルに登録されているコード
の入力があった場合のみとなる。

注：海外仕出人・仕向人コードについては引き続き12桁とすることを予定している。

８．税関発給コード 平成29年10月以降における税関発給コードの取扱いは次のとおりとする。
① 既存の税関発給コードと法人番号の変換作業については、税関において実施する。
② 平成29年10月以降、法人番号を取得している者に対する新規コードの発給及び既存税関発給コードの更新作業（社

名変更等）は実施しない。従って、社名、住所変更等が発生し更新作業が必要となった場合で引続き社名等の補完機
能を希望する場合は、改めて法人番号の新規登録としてＪＡＳＴＰＲＯを通じて手続きを行うことが必要となる。

③ なお、個人用及び海外仕出人・仕向人コードについては、税関発給コードを継続して発給する予定である。

４．マイナンバー（法人番号）対応の概要（２）



２．追加提案

（追加提案）
平成29年10月以降、税関発給コードについては更新作業が行われないため、社名変更が行われた場合は、国税庁が提供する法人番号の変
更情報に基づき、輸出入者ファイル上で社名の無効化を行うこととしている。このため、ＩＩＥ業務において、当該無効化が行われている
ことが確認可能となるよう、新たに「名称無効表示」欄を追加する。

１．ＩＩＥ業務における前回ＷＧまでの提案事項

ａ． ＪＡＳＴＰＲＯコード、税関発給コードに加え、新たに「法人番号」による照会を可能とする。

ｂ． 出力情報に「法人番号」欄を追加し、以下のとおり出力する。

輸出入者コード欄：ＪＡＳＴＰＲＯコード又は税関発給コードを出力
法人番号等欄 ：法人番号等を出力

→ ＪＡＳＴＰＲＯコード、税関発給コードによる照会の際、紐づけされた法人番号情報がある場合に法人番号も出力する。
一方、法人番号による照会では、紐づけされたＪＡＳＴＰＲＯコード又は税関発給コードがある場合は、当該コードを出力する。

7

５．照会業務「輸出入者情報照会（ＩＩＥ）」業務の追加提案①（「名称無効表示」欄の追加）

【照会結果画面】

無効された場合
は「＊」を表示



8

ＩＩＥ０１業務における前回ＷＧまでの提案事項

a. 法人番号による照会を可能とする。（和名からの検索サービスは提供しない。）

b. 出力情報の詳細については、右表の通りとする。
項目名 属性 桁数

法人番号 英数字 13

商号又は名称 日本語 150

国内所在地（都道府県） 日本語 10

国内所在地（市区町村） 日本語 20

国内所在地（丁目番地等） 日本語 300

【照会結果画面】【入力画面】

（追加提案）
・入力画面および照会結果画面は、以下の通り提案する。

（ＩＩＥ０１画面）

XXXXXXXXX1ＸＸＸ-XXXE

XXXXXXXXX1ＸＸＸ-XXXE

XXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXXXXXX4XXXXXXXXX5XXXXXXXXX6XXXXX
XXXX7XXXXXXXXX8XXXXXXXXX9XXXXXXXXX0XXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3
XXXXXXXXX4XXXXXXXXX5XXXXXXXXX6XXXXXXXXX7XXXXXXXXX8XXXXXXXXX9XXXXX
XXXX0XXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXXXXXX4XXXXXXXXX5XXXXXXXXX6
XXXXXXXXX7XXXXXXXXX8XXXXXXXXX9XXXXXXXXX0XXXXXXXXX1XXXXXXXXX2

XXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXXXXXX4XXXXXXXXX5XXXXXXXXX6XXXXX
XXXX7XXXXXXXXX8XXXXXXXXX9XXXXXXXXX0XXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3
XXXXXXXXX4XXXXXXXXX5XXXXXXXXX6XXXXXXXXX7XXXXXXXXX8XXXXXXXXX9XXXXX
XXXX0XXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXXXXXX4XXXXXXXXX5XXXXXXXXX6
XXXXXXXXX7XXXXXXXXX8XXXXXXXXX9XXXXXXXXX0XXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXX
XXXX3XXXXXXXXX4XXXXXXXXX5XXXXXXXXX6XXXXXXXXX7XXXXXXXXX8XXXXXXXXX9
XXXXXXXXX0XXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXXXXXX4XXXXXXXXX5XXXXX
XXXX6XXXXXXXXX7XXXXXXXXX8XXXXXXXXX9XXXXXXXXX0XXXXXXXXX1XXXXXXXXX2
XXXXXXXXX3XXXXXXXXX4XXXXXXXXX5XXXXXXXXX6XXXXXXXXX7XXXXXXXXX8XXXXX
XXXX9XXXXXXXXX0

XXXXXXXXX1XXXXXXXXX2

XXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXXXXXX4

５．照会業務「法人番号情報照会（ＩＩＥ０１）」業務の追加提案②（入力画面及び照会画面）
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法人番号入力時に社名等の英文が自動補完されなかった場合、手入力により社名等を入力することとなるが、当該手入力を
行ったことが入力控上で容易にわかるよう、「輸入者名入力識別」欄を出力し「*****」を表示することとします。
なお、当該欄は、現在、入力控上は表示されていない「利用者整理番号」欄（注）を流用するものです。

（注）「利用者整理番号」欄は、申告控にのみ出力される項目となっています。

入力控（例） 対象業務

６．法人番号利用時に社名等の手入力を行った場合の識別表示（今回の提案内容）

業務コード 出力情報

ＥＤＡ 輸出申告等入力控情報

ＥＤＡ０１ 輸出申告等変更入力控情報

ＥＡＡ 輸出許可内容変更申請入力控情報

ＩＤＡ 輸入申告等入力控情報

ＩＤＡ０１ 輸入申告等変更入力控情報

ＭＷＡ 石油製品等移出（総保出）輸入申告入力控情報

ＭＷＡ０１ 石油製品等移出（総保出）輸入申告変更入力控情報

ＴＫＡ０１ 一括特例申告入力控情報

ＣＣＢ

通関士審査内容（輸入申告等）情報

通関士審査内容（石油製品等移出（総保出）輸入申告）
情報

通関士審査内容（一括特例申告）情報

通関士審査内容（輸出申告等）情報



XXXXXXXXX1ＸＸＸ-XXXE

XXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXXXXXX4XXXXXXXXX5XXXXXXXXX6XXXXX
XXXX7XXXXXXXXX8XXXXXXXXX9XXXXXXXXX0XXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3
XXXXXXXXX4XXXXXXXXX5XXXXXXXXX6XXXXXXXXX7XXXXXXXXX8XXXXXXXXX9XXXXX
XXXX0XXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXXXXXX4XXXXXXXXX5XXXXXXXXX6
XXXXXXXXX7XXXXXXXXX8XXXXXXXXX9XXXXXXXXX0XXXXXXXXX1XXXXXXXXX2

XXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXXXXXX4XXXXXXXXX5XXXXXXXXX6XXXXX
XXXX7XXXXXXXXX8XXXXXXXXX9XXXXXXXXX0XXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3
XXXXXXXXX4XXXXXXXXX5XXXXXXXXX6XXXXXXXXX7XXXXXXXXX8XXXXXXXXX9XXXXX
XXXX0XXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXXXXXX4XXXXXXXXX5XXXXXXXXX6
XXXXXXXXX7XXXXXXXXX8XXXXXXXXX9XXXXXXXXX0XXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXX
XXXX3XXXXXXXXX4XXXXXXXXX5XXXXXXXXX6XXXXXXXXX7XXXXXXXXX8XXXXXXXXX9
XXXXXXXXX0XXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXXXXXX4XXXXXXXXX5XXXXX
XXXX6XXXXXXXXX7XXXXXXXXX8XXXXXXXXX9XXXXXXXXX0XXXXXXXXX1XXXXXXXXX2
XXXXXXXXX3XXXXXXXXX4XXXXXXXXX5XXXXXXXXX6XXXXXXXXX7XXXXXXXXX8XXXXX
XXXX9XXXXXXXXX0

XXXXXXXXX1XXXXXXXXX2

XXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXXXXXX4

XXXXXXXXX1ＸＸＸ-XXXE
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自動で展開

自動で展開

（ＩＩＥ０１画面）

XXXXXXXXX1ＸＸＸ-XXXE

（ＣＣＢ画面）

例）業務リンク：ＣＣＢ ⇒  ＩＩＥ０１

XXXXXXXXX1XXX-XXXE XXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXXXXXX4XXXXXXXXX5XXXXXXXXX6XXXXXXXXXE

画面上の任意の
場所で右クリック

ＩＩＥ０１（法人番号情報照会）輸入者

ＩＤＢ（輸入申告事項呼出し）

ＩＩＥ０１（法人番号情報照会）輸入取引者

ＩＩＥ０１への
業務リンクを追加

通関士審査等において入力控画面から輸入者名等の確認を可能とするため、「通関士審査（ＣＣＢ）」業務、「輸入申告事項
登録（ＩＤＡ）」業務等の出力情報において、「法人番号情報照会（ＩＩＥ０１）」業務へのリンク機能を構築する。

７．「法人番号情報照会（ＩＩＥ０１）」業務のリンク機能（今回の提案内容）


